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●本調査の要否決定 
30
日
以
内 

調
査 
開
始
期
限 

150
日

以
内 

本 

調 

査 

●受付 

長野県工科短期大学校における告発等の対応体制 

調査委員会 
 
副校長(機構長)、不正
防止計画推進チーム員、
校長による指名者、外
部有識者 

不正防止計画推進チーム 
 

教員、事務局次長、 
事務局職員 

調
査
期
間 

報
告
期
限 

≪本調査不要≫ 
●終了 

≪本調査必要≫ 
●調査委員会の設置 

  
 ・告発等の内容の合理性を 
   確認し予備調査の要否を 
   判断 
 ・予備調査結果に基づいて 
  本調査の要否を判断 

 
 ・不正の有無、不正の内容、 
  関与した者及びその関与 
  の程度、不正使用の相当 
  額等について調査 
 
 ≪認定≫ 
 ・不正の有無、不正の内容、 
  関与した者及びその関与 
  の程度、不正使用の相当 
  額等について認定 
 
 ≪最終報告書作成≫ 
 ・調査結果、不正発生要因、 
  不正に関与した者が関わ 
  る他の競争的資金に等に 
  おける管理・監査体制の 
  状況、再発防止計画等を 
  含む 
 
 
 
 

210
日
以
内 

 
 
 
 
 
 
 

機 関 

◎実施すべき事項 
 
1 報告 
 
2 調査方針、調査対象、及 
 び調査方法等についての 
 報告、協議 
 
3 調査過程でも、不正事案 
 の一部でも確認された場 
 合は、速やかに報告 
 
4 配分機関の求めに応じた 
 中間報告の提出 
 
5 現地調査 
 
6 最終報告書の提出 
 
 
 
 

配分機関 

◎実施すべき事項 
 
1 報告に基づく必要な指示 
 
2 報告（調査）を受けての  
 必要に応じた指示、及び 
 当該事業案の速やかな全 
 容解明の要請 
 
3 必要に応じて、不正を 
 行った研究者が関わる競 
 争的資金に対する採択、 
 又は交付決定の保留、交 
 付停止、機関に対する執 
 行停止の指示等 
 
4 必要に応じて、中間報告 
 書の提出を要求 
 
5 必要に応じて、現地調査 
 を実施 
 
6 (1)機関に対する措置 
  ・管理条件の付与 
  ・間接費の削減 
  ・配分の停止 
 (2)機関・研究者に対する 
  措置 
    ・不正に関わる競争的 
   資金の変換等 
 (3)研究者に対する措置 
  ・競争的資金への申請 
   と参加資格の制限 
 
 
 
 

●受付 

◎最終報告書の公表内容 
 
・不正に関与した者の氏名、 
 所属 
・不正の内容 
・機関の行った措置の内容 
・調査委員の行った措置の 
 内容 
・調査委員の氏名・所属 
・調査の方法、手順等 
 
※合理的な理由がある場合 
  は非公表も可 
 

●一時執行停止 
必要に応じて、調査対象
制度の研究費の使用停止
を命じる 
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